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衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
財
務
省
本
省
及
び
近
畿
財
務
局
に
お
け
る
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

問
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
財
務
省
に
お
い
て
運
用
し
て
い
る
財
務
省
行
政
情
報
化
Ｌ
Ａ
Ｎ
シ
ス
テ
ム
の
運

用
業
務
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
運
用
業
務
期
間
を
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
し
て
お

り
、
当
該
延
長
に
伴
う
契
約
金
額
に
つ
い
て
は
、
二
億
千
六
百
三
十
三
万
千
二
十
円
で
あ
り
、
ま
た
、
平
成
二
十
五
年
一
月

一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
運
用
業
務
期
間
に
係
る
契
約
金
額
と
合
計
し
た
総
額
に
つ
い
て
は
、
二

十
六
億
八
千
三
百
八
十
三
万
千
二
十
円
で
あ
る
。

ま
た
、
「
賃
貸
借
機
器
撤
去
・
デ
ー
タ
消
去
作
業
期
間
」
は
、
シ
ス
テ
ム
の
更
新
の
際
に
借
り
受
け
て
い
る
機
器
を
撤
去

す
る
と
と
も
に
、
古
い
シ
ス
テ
ム
か
ら
新
し
い
シ
ス
テ
ム
に
全
て
の
デ
ー
タ
を
移
行
し
た
後
、
古
い
シ
ス
テ
ム
の
機
器
か
ら

デ
ー
タ
を
消
去
す
る
期
間
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
延
長
に
伴
っ
て
変
更
さ
れ
た
「
賃
貸
借
機
器
撤
去
・
デ
ー
タ
消
去
作
業
期

間
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
変
更
し
て
お
り
、「
デ
ー
タ
消
去
報
告
書
」

に
つ
い
て
は
、
運
用
業
務
期
間
が
延
長
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
提
出
は
受
け
て
い
な
い
。

一



問
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
近
畿
財
務
局
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
財
務
局
行
政
情
報
化
Ｌ
Ａ
Ｎ
シ
ス
テ
ム

に
つ
い
て
は
、
運
用
業
務
期
間
を
同
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
旧
シ
ス
テ

ム
」
と
い
う
。
）
及
び
運
用
業
務
期
間
を
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
シ

ス
テ
ム
（
以
下
「
新
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
。
「
賃
貸
借
機
器
撤
去
・
デ
ー
タ
消
去
作
業
期
間
」
は
、
シ
ス
テ
ム

の
更
新
の
際
に
借
り
受
け
て
い
る
機
器
を
撤
去
す
る
と
と
も
に
、
旧
シ
ス
テ
ム
か
ら
新
シ
ス
テ
ム
に
全
て
の
デ
ー
タ
を
移
行

し
た
後
、
旧
シ
ス
テ
ム
の
機
器
か
ら
デ
ー
タ
を
消
去
す
る
期
間
で
あ
る
が
、
旧
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
「
賃
貸
借
機
器
撤

去
・
デ
ー
タ
消
去
作
業
期
間
」
を
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
と
し
て
お
り
、
「
デ
ー
タ
消
去

報
告
書
」
に
つ
い
て
は
、
同
年
一
月
二
十
四
日
及
び
同
年
二
月
二
十
八
日
に
提
出
を
受
け
て
お
り
、
新
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

は
、
「
賃
貸
借
機
器
撤
去
・
デ
ー
タ
消
去
作
業
期
間
」
の
定
め
は
な
く
、
「
デ
ー
タ
消
去
報
告
書
」
の
納
入
期
限
を
平
成
三

十
三
年
二
月
二
十
六
日
と
し
て
い
る
。

二


